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役員報酬規程

(目 的)

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人救急ヘリ病院ネッワーク定款第 19条第 3項の規

定に基づき役員の報酬等について定める。

(報酬)

第 2条 本法人の役員は無報酬 とする。ただし、旅費等の実費は支給することができる。

(委任 )

第 3条 この規程の実施に関 し必要な事項は理事長が別に定める。

附則

この規程は、2014年 4月 1日 から施行する。



賃 金 規 程

第 1章  総  則

第 1条 (適用範囲)

1.この規程は、特定非営利活動法人救急ヘリ病院ネットワークの職員の賃金について定めたも

のである。

2.こ の規程に定める事項のほか、職員の賃金に関する事項は、労働基準法その他の法令の定め

るところによる。

第 2条 (賃金の構成 )

賃金の構成は、基本給及び割増賃金 (時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増

賃金)とする。

第 3条 (賃金計算期間及び支払日)

1.賃金は、当月 1日 から起算 し、当月末日を締め切 りとした期間 (以下、「賃金計算期間」と

いう。)について計算 し、当月末日に支払う。ただし、当該支払日が休日の場合はその前日に

支払うものとする。

2.前項の規定にかかわらず、以下の各号の一に該当するときは職員 (第 1号については、その

遺族)の請求により、賃金支払日の前であつても既往の労働に対する賃金を支払う。

① 職員が死亡したとき

② 職員が退職し、又は解雇されたとき

③ 前各号のほか、やむを得ない事情があると当法人が認めたとき

第4条 (賃金の支払方法 )

1.賃金は通貨で直接職員にその全額を支払う。

2.前項の規定にかかわ らず、職員の同意を得た場合は、本人が指定する金融機関の口座への振

り込みにより賃金を支給する。また、以下の各号に掲げるものについては賃金を支払うときに

控除する。

① 源泉所得税

② その他必要と認められるもので職員代表と協定したもの

第 5条 (遅刻・早退の取扱い)

早退、遅刻等、職員の責に帰すべき事由による不就業については、その時間に対応する給与の

支払いはしない。



第 2章  基 本 給

第 6条 (基本給 )

基本給は、日給月給制とする。

第 7条 (基本給の決定)

基本給は、職員の能力、技能、経験及び職務内容などを総合的に勘案 して各人ごとに決定する。

第 3章  割 増 賃 金

第 8条 (割増賃金 )

1.所定労働時間を超え、かつ、法定労働時間を超えて労働 した場合には、時間外労働割増賃金

を、法定の休日に労働 した場合には休日労働割増賃金を、深夜 (午後 10時から午前 5時まで

の間)に労働 した場合には深夜労働割増賃金を、それぞれ以下の計算により支給する。

時間外労働

割 増 賃 金

日 給
Xl.25× 時間外労働時間数

所定労働時間

休 日 労 働

割 増 賃 金

日給
Xl.35X休 日労 働 時 間 数

所定労働時間

深 夜 労 働

割 増 賃 金

日 給
XO.25× 深 夜 労 働 時 間 数

所定労働時間

2.定労働時間を超え、かつ、法定労働時間を超えて労働 した時間、又は休日に労働 した時間が

深夜に及ぶ場合は、時間外労働割増賃金又は休日労働割増賃金と深夜労働割増賃金を合計 し

た割増賃金を支給する。

第 4章  賞  与

第9条 (賞与)

賞与は、支給しない。

付  則

この規程は、平成 26年 4月 1日 から施行する。



書式第17号 (法第55条関係)

特定非営利活動促進法第瞬条第2項第3号に定める事項を記載した書類

法人名
特定非営利活動法人

救急ヘリ病院ネットワーク
事 業 年 度 2019年 1月 1日～2019年 12月 31日

1 資金に関する事項 に収益の漏胡IIの明細、借入金の明細その他の資金に関する事司

※ 丸数字は、特定非営和

-54条
第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営和括動促進法層行規

則第32条第1項各号に対応しています。以下同じです。

(1)収益の源涼Л11の明細

(2)借入金の明細

月L
I日 入 先 金   額

該当なし 円

円

円

円

円

〈
ロ 計 円

該当なし

収 益 源 泉 の 内 訳 金   額

正会員受取会費

賛助会員受取会費

受取寄附金

受取利息

1,280,000円

4, 155, 000円

18, 242, 701円

257円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

〈
ロ 計 23, 677, 958円

(3)その他



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 に資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事厠

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引及び費用の生

ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第ヨロ:立まで

の取引 口 役員等との取引]

(1)収益の生ずる取引の上位5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3) 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

7,αЮ,優Ю円 寄付金

5,駅Ю,∝Ю円 寄付金

1,ⅨЮ,∝Ю円 寄付金

1,∝Ю,ⅨЮ円 寄付金

1,αЮ,∝Ю円 寄付金

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

3,664,774円 派遣契約費

3,593,816円 事務所賃借料

2,762,393円 広報誌編集作成費・HP管理費

2,455,4&)円 シ琳
°
シ
゛
ウム費用

“

ミ場費・通訳馳

"村

2,2(Ю,∝Ю円 ホ払へ・ウ
゛
制作費

取引先の氏名

等

法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提供

年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

2019.12.24 55,685円

謝金規程による

原則

1万円 (手取り)/1回
講演講師

10万円 (手取り)/1回
パネリスト

5万円 (手取り)/1回
執筆料

2万円 (手取り)/1回
または、

5万円 (手取り)/1回
10万円 (手取り)/1回

2019.9.26

2019.10.9
22,274円

2019.9.26 11,137円

2019.1.29 55,685円

円

円

円

円

円



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上で

あるものに限る。)の氏名並びにその割附金の額及び受領年月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

5 給与の総額等に関する事項 に給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の絡額に関する事呵

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

1名 3,462,IЮ 円



6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した割附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した割附金額

2019年 5月 28日 助成金 4,534円

2019年 10月
"日

同上 316,340円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

ノヽ
日 計 ∞5,374円

7海 外への送金等に関する事項 (その金額が200万円以下の場合に限る。)レ∞万円以下の海外への送金又は

金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日]

実 施  日 使 途 金   額

該当なし 円

円

円

円



法人名 認定特定非営利活動法人救急ヘリ病院ネットワーク チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2}特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は幌簿書類の備付け、取引の記録及び

帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
こ 支出した金銭の費途力

"月

らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②―◎

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグノレープの人数

割 合

(④÷⑥

① ② ③ ④ ⑤

③ 2Or9 +r A 1 E-mls+ 12 E 31 E 20人 0人 0% 3人 15%

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等Iよ 第3表付表1「役員の状況」から転記してください。

③及改〕こついて:よ 小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

(例)33. 333・ …96 ‐→ 33. 396

ロ

各社員の表決権が平等である ◎ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

は レヽ

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

(注意:郭③

・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員輛酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。

○

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

0議当する項目を0で田み、監査証明磨又は第3表付表2「帽障欄腱のJu■:を添付してくださし、

項
曰

【 ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行っている いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
曰

【 ③ (D ◎ ① ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有・懸 有 征

小
有・無 有・無 有・無 有・無

第3表 (″∪D

∝意|1詞Q
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出響順)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

「認定基準等チェック表」(第 3表)記載要領

○ 二において、「費途が明らかでない支出」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を掘 することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たりま魂。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでない支出」があることになり、認定を受けることはできません。

項 目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「④」から「◎」欄には、実績判定期間の各事

業年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会員0第○条に正会員の表決権 (又は議決

権)は平等に一票を与えると規定」のよう|こ講 します。

.,\a41ffi 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「①」から「◎」については、上記イに記載する各

期間 (「④」から「◎」)を示したものです|。

①  「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「はぃ上

に「○」した場合には監査証明書を添

付 してくださし、

②  嘩縛書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行つている」の「はい」に「o」

した場合に二、_菫 3表付表2「帳簿組

を し添付してくださし

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「◎」については、上記イに記載する各

期間 (「④」から「◎」)を示したものです。

記載要領の補足



法人名
特定非営禾I括動法人

救争
^リ

ソ商移しネットワーク
④ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数 20人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

3人 人 人 人 人 人

書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

理事

役 員 の 状 況 第3表付表 1

理事長

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

○

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

氏  名 住  所 職名 続柄等
〇 (D ◎ ① ◎ 申請時

就任・退任

年月日

國松 孝次

篠田 伸夫

小濱 啓次

浅井 康文

石り|1 博敏

伊藤 隼也

(岩貞るみこ)

大田 芳枝

加末 信雄

武居 丈二

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

就任

2∞3年 4月 1日

就任

lαD年 12月 22日

就任

2(既午4月 1日

就任

2(X8年 4月 1日

就任

ωll年 4月 1日

就任

2019年 4月 1日

就任

"12年
4月 1日

就任

2∞7年 4月 1日

就任κ貶 年4月 1日

退任
"19年

3月 31日

就任

"15年
4月 1日

西川 渉 理事 就任

ズЮl年 4月 1日



野口 宏 理事 就任

"10年
4月 1日

○

野崎 洋之 理事 就任

2(19年 4月 1日
○

白谷 祐 理事 就任

"∞
年4月 1日

○

原 英義 理事 就任

m13年 4月 1日
○

邊見 弘 理事 就任

lgD年 12月 2日
○

益子 邦洋 理事 就任

1999年 12月 22日

○

松田 徹之 理事 就任

2010年 4月 1日
○

宅 章郎 理事 就任2∞7年 4月 1日

退任ω19年 3月 31日
○

宮寄 拓郎 理事 就任

"19年
4月 1日

○

村田 憲亮 監事 就任

ωll年 4月 1日○

襲田 正徳 監事 就任

ω13年 4月 1日
○

(滋抑

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出轟 Dに記載した事項について、添

付を省略することができる。



法 人 名 特定非営利活動法人 救急ヘリ病院ネットワーク

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳 ルーズリーフ 月 1回 7年

現金出納帳 ルーズリーフ 都度 7年

預金出納帳 ルーズ リーフ 都度 7年

仕訳帳 )v* A t) *7 月 1回 7年

出金伝票 ルーズリーフ 都度 7年

帳 簿 組 織 の 状 況 第 3表付表 2

記載要領

・ 「左の帳簿等の形態」欄は、例えば「3枚複写伝票」、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」のように記載します。

。 「記帳の時期」欄は、「毎日」、「一週間ごと」のように記載します。

③ 認定有効期間内に2回 日以降の申請を行う場合には、添付の必要はありません。



五虫 監 人 の ]監 報 告 書

Ata z+. 1E3oE
特定非営利活動法人

理事長 篠 田

救急ヘ リ病院ネッ lヽ ワーク

伸夫 殿

公認会計t 

私は、特定非営利活動法人 救急ヘ リ病院ネ ットヮークの平成 31年 1月 1日 かる令和元

年 12月 31日 までの第 21期事業年度の計算書類、すなわち、収支計算書、貸借対照表及び

財産 目録 (総括表、一般事業、 ドクターヘ リ支援事業)に ついて監査を行った。この計算

書類の作成責任は理事者にあり、私の責任は独立の立場から計算書類に対する意見を表明

することにある。

私は、我が国において 一般に公■F妥当と認められる監査の基準に準拠 して監査を行った_

監査の基準は、私に計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ

とを求めている。監査は、試査を基礎 として行われ、理事者が採用 した会計方針及びその

適用方法並びに理事者によって行われた見積 りの評価も含め全体としての計算書類の表示

を検討することを含んでいる。私は、監査の結果
'し

て意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断 している。

私は、 L記の計算書類が、我が国において一般に公 i[妥 当と認められる会計の基準に準

拠 して、特定非営利活動法人 救急ヘ リ病院ネッ トワークの第 21期事業年度の収支の状況

及び同事業年度末 日現在の財政状態をすべての重要な点において適正に表示 しているもの

と認める。

特定非営利活動法人 救急ヘ リ病院ネ ツトワーークと私 との間には、公認会計 上法の規定に

より記載すべき利害関係はない。

以
Ｌ
Ｌ

17



法人名 認定特定非営利活動法人救急ヘリ病院ネットワーク チッタ村田

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人

と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上で

あること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

イ

項 目 ④ ⑤ ◎ ① ◎ 申言静キ

宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教化育成する活動
有・⑩ 有 征 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに反対する活動
有・① 有 征 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

有。① 有 征 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

ロ

項 目 ④ ⑤ ◎ ① ◎ 申訂早寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特別の利益の供与の有無

有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別の利益の供与の有無

有。① 有・無 有・無 有・無 有 。無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特別の禾1塔の供与の有無
有。① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職¢地財芹ξ若しくは公織にある者に対する寄附の有無
有。① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第4表 ) (初ヨむ

∝意:郭D
・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第5条第1項に基づぐ■廣頁(役員報酬規程等提出書驀Dの提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (,dD(ハ及び二)」 の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書,0に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。

○



法人名 認定特定非営利活動法人救急ヘリ病院ネットワーク 九ック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

図固覧に関する割隕111(葎Lへ規員り等がある場合に,ム そ¢凛眼11(13内規員lD等む府寸してくださし、

同  意
′
‐  ヽ

こヽうノ Lar,''

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 割附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬反は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄付金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその割附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した割附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合 (その金額が2∞ 万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び

使途並びにその実施日

① 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

② 海外への送金又は金銭の持出し(その金額が2∞ 万円以下のものを除く。)を行う場合には事前に又は災害に対

する援助等緊急を要する場合には事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第 13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準.等チェック表  (第 5表 )

∝意事Q
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第

"条
第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要が

あります。
・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

O



書式第 14号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チエック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 議鋼排帥1国ム蠍計、り就ネットレク

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チエック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

チェックi欄

事業年度 月 日～ 月 日 設立年月日 平成 年 月 日

嵯意¬D
・ 法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)

は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法

第関条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 1実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員

名簿並びに定款等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること

チエノク1欄

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への提出の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎

有 疵
ヽ

有 ・ 無 有 ・ 無 有 征
か

有 征
小

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チッグ田

○

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実その他f公益に反する

事実の有無

③ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

有 。① 有 ・無 有 。 無 有 征
小

有 征
ヽ 有 盛

ヽ

○ 認定基準等チェック表 (第7:Dは、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。



欠格事由チェック表

法人名 認定特定非営利活動法人救急ヘリ病院ネットワーク チック‖ロ

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人

は認定、仮認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取り消された場

合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前 1年内に当麟諷定特定非営利活動法人又は当該仮認定

特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法a4条等・
中輌 1)

若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことによ

り、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 ●覇M2)

2認 定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当餞滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

定、二塾
=丞

び認定の査塑期凹2亘彗の皇自壁には二亜菫目麹□目L量豊宣L壁菫世圭里」」LL」L螢塑二::囲自L■塾2生L」堕LEL二

関係都道府県知事及び立区堕量二墾ら交付五量!聾1堕!出1塑1璧:ユ」i壁1饉1歯|コi型」ヒ:コ1土l堕1望!菫!上室ユ菫■)o

5国 税に係る重加算税又は地方税に係る■加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の続制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力斗こ該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営和脂J法人が仮認定を取

り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定特定非

営

"悟
動法人又は当該修己3定特定非営和括壺法人のその業務を行う理事であった者でその取消し

の日から5年を経過しない者の有無

有・①

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5

年を経過しない者の有無
有・①

特定非営和中 しくは暴力団員による不当行為防止法に迎反したことにより、若しくは刑

法第12∝ 条等若しくはibユ′子為彗秘処ξ可法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に迎反したことにより、罰金チ11に処せられへその執行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有・①

暴力団の構成員等の有無 有・ ⑩

ItL\ ' ( \t,\i，

一 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

定款又|ま事業計画書の内容が法令等に違反している法人 はい

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しなし荘 1人

はい

耐
議

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上聾4笙堡生夏E整」営基量量笠墾塑 :望±:菫重堕」L幽甚塾」』l雪

_■1望!笙.ビ墜:L!墨】□1堕!國:麹!墜:菫:星:区!□:塑二1奎空壁!2:塾:基壼:國!堕】≦」困:聾:処]曇!Шヒ〕国菫二塁二__

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬順程等提出書には添付不要

E!',( い い国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経i日 しなし法人

次のいずれかに該当する法人

暴力団 はし :いい

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人
⌒

はしていいえ2

0

'rt,.'i

\ \.i-


